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政
令
第

号

騒
音
規
制
法
施
行
令
及
び
振
動
規
制
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第

六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
騒
音
規
制
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

騒
音
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
中
「
空
気
圧
縮
機
」
の
下
に
「
（
一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
騒
音
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
き
、
原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え

る
。

（
振
動
規
制
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

振
動
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
中
「
圧
縮
機
（
」
の
下
に
「
一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境

大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
き
、
」
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

近
年
に
お
け
る
機
器
の
低
騒
音
化
等
の
技
術
の
進
展
に
鑑
み
、
一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
騒
音
を
発
生
し
な
い
も
の

と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
空
気
圧
縮
機
を
騒
音
規
制
法
に
規
定
す
る
特
定
施
設
か
ら
除
外
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。


